
１ 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録事務の流れ

申請者 札幌市

事前相談 相談対応

申請 受理

不備修正 審査

適合、通知

システム登録内容の
公開

登録簿記載・公開

通知受取

原則、申請書及び添付書類は、システム上で
電子データにて提出（窓口や郵送で提出する
場合は、書面で正・副1部提出）

システムで修正入力
原則、修正後の申請書及び添付書類は、シス
テム上で電子データにて提出
（窓口や郵送で提出する場合は、書面で正・
副1部提出）

不備事項修正依頼

通知書発行、副本返却

不適合・拒否
通知

通知受取
通知書発行、副本返却

札幌市都市局市街地整備部住宅課
札幌市中央区北１条西２丁目札幌市役所本庁舎７階 電話：011-211-2807

２ 申請・届出及び事前相談窓口

■新規登録 ・住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録申請書
・添付書類

３ 提出書類

■登録事項等の変更 ・住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る登録事項等の変更届出書
・添付書類（変更分）

■事業の廃止 ・住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業廃止届出書

※登録申請書、添付書類及び変更届出書は、原則、セーフティネット住宅情報提供システム上で電子
データにて提出すること

セーフティネット住宅情報提供システム
で申請内容入力・添付書類の添付


